
第８回全員協議会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和５年１２月７日（木曜）     午後２時０５分 開会 

 休 憩  

                    午後３時２１分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出 席 議 員 

氏   名 

議 長 梶澤 幸治 議 員 立川 美穂 議 員 小笠原 等 

議 員 常通 直人 議 員 渡辺洋一郎 議 員 伊藤  稔 

議 員 正村紀美子 議 員 堀切  忠 議 員 菊池 秀明 

議 員 中村 和宏 議 員 橋本 和仁  

議 員 早苗  豊 議 員 中田智惠子  

欠席議員  

氏   名 

議 員 西尾 一則 議 員 木村 淳彦  

議 員 鈴木 健充   

説明等に  

出席した  

者 の 氏 名 

   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史 総務係主査 上田瑞紀 

『会議に付した事件と会議結果など』 

１ 開 会 

議長が開会を告げ、鈴木副議長、西尾議員、木村議員の欠席を報告し、事務局が日程

を説明し協議する。 

２ 議 件 

（１）協議事項 

ア 芽室高校との意見交換会実施要領について    資料１ 

イ 令和６年定例会議日程案について        資料２ 

ウ 議会運営に係る関係機関協議結果について    資料３ 

エ 広報機能の拡充案について           資料４ 

３ その他   

                                        

２ 議 件（１）協議事項 

ア 芽室高校との意見交換会実施要領について  資料１ 

・渡辺議員：資料説明（趣旨、目的、事業の根拠、日程、場所、テーマ、参加者、事

業の留意事項） 

 ・議 長：意見・質疑はないか？ 

 ・常通議員：意見交換会として設定したテーマは「議会だより・SNS 等、魅力ある

議会広報について」となっているが、この結果を令和６年度以降の議会の取組み

に反映する予定か？ 

 ・渡辺議員：議会だよりに限らず SNSにも範囲を拡大し、テーマを設定した。議会

度の認知度向上につなげる要素としたい。 



 ・常通議員：白樺高校との連携事業においても、類似した意見が出されていたので、

可能な範囲で「高校生の声」を反映していくことを期待したい。 

 ・渡辺議員：「８：事業の留意事項」として、「事業の目的達成のために、いただいた

意見の取り扱いについて、議員間討議を実施し、今後の議会広報の取組みに可能

な限り反映させる」と掲げたとおり、取り組んでいきたい。 

 ・議 長：他にないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

・議 長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

 ・議 長：説明のとおり決定する。 

 

イ 令和６年定例会議日程案について  資料２ 

・事務局長：例年、この時期に、次年度定例会議の日程を整理し共有しているもの。

第 18回議会運営委員会（11月 21日開催）において協議した内容を全議員に共有

する。正式には、都度、直近の議運で協議し決定することになるが、あらかじめ議

員各位の日程確保に配慮願いたい。 

 ・議 長：意見・質疑はないか？ 

 ・常通議員：本町議会は通年議会であり、年度の設定は５月から４月となっている。

５月臨時会議は、５月１日が望ましいと考えるが、いかがか？ 

 ・事務局長：お示しした資料は、あくまでも事務的にこれまでの経過を踏まえて、案

として整理したものである。改めて議運で協議しお諮りしたい。 

 ・議 長：他にないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

・議 長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

 ・議 長：説明のとおり決定する。 

 

ウ 議会運営に係る関係機関協議結果について  資料３ 

・事務局長：第17回議会運営委員会（11月17日開催）で決定し、実施した事業の報

告となる。今後の議会運営にあたり参考として活用したい。＜資料説明（趣旨、協

議先、日程、会場、対応者、執行予算）。協議結果概要のポイントを説明。＞ 

・議 長：意見・質疑はないか？ 

・常通議員：道議長会との今後のつながりは？ 

・事務局長：議事運営に係る事務レベルでの相談について、適宜、対応していただく

ことの共通理解を図ったものである。 

・議 長：貴重な示唆を数多くいただいた。今後の議員研修についても、計画的に実

施しながら知識の習得と実践に努めていきたい。 

・議 長：他にないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

・議 長：異議ないか？ 



・（異議なし） 

 ・議 長：説明のとおり決定する。 

 

エ 広報機能の拡充案について  資料４ 

・渡辺議員：第６回全員協議会（10 月 11 日開催）において出された意見を踏まえ

て、再度協議するものである。この場で改めて意見をいただき、議運で協議しなが

ら最終決定につなげたい。資料説明（趣旨、具体手法及び目的、主な経緯、拡充内

容、予算、スケジュール） 

 ・議 長：意見・質疑はないか？ 

 ・堀切議員：前回、私が意見したことだが、ホームページの他に紙媒体での拡充策の

検討はしたか？ 

 ・渡辺議員：議運内で検討していない。選挙公報に類したものを、議会としてこれか

らの時期に発信することは困難であると判断したところである。 

 ・堀切議員：議会だよりによって、何らかの工夫はできないか？ 

 ・渡辺議員：改めて議運で協議したい。 

 ・橋本議員：「住民が議員個人にアクセスすることを可とする」となっているが、議

員間に差があるので、素地（議員個人のページや操作能力）を整えてから実施する

べきではないか？ 

 ・渡辺議員：イメージは、議員個人の公式アドレスにメールが届くしくみである。相

手（住民等）も自分の情報を公にしなければ、メール等のアプローチはできないし

くみである。 

 ・議 長：議運内でも当該事業について、完全な共通認識を図られているものではな

く、現在進行形の協議事項である。新規事業のため、丁寧な協議を重ねて実現させ

ていきたい。 

 ・堀切議員：登別市議会ですでに取り組まれている事業だが、その課題等は把握して

いるか？ 

 ・渡辺議員：直接確認はしていないが、特段大きな課題が発生していないものと捉え

ている。 

 ・早苗議員：事業の根拠や方向性は理解できる。ただし、公的（公式）媒体を活用し

た双方向の情報運用については、詳細な方針等を定めることは必須と考える。ト

ラブルが起きた時の対処をあらかじめ想定することは必要なことである。なお、

芽室高校との意見交換会に、この取組み（イメージ）を見せて感触を確かめても良

いのではないか？ 

 ・議 長：お示しの資料に記載のスケジュール（令和６年度当初予算計上）に固執す

ることなく、議論を重ねていきたい。 

 ・早苗議員：年度当初の活性化計画に示されているスケジュールを前提として進め

ていくべきでないか？このスケジュールに基づいて、協議・検討が進められてい

くのではないか？ 

 ・伊藤議員：概ね、提案内容に賛成する。各議員宛へのリンクについては、個人ごと

に差があっても問題ないと考える。 



 ・堀切議員：様々な意見があって然りだが、まずは実施してみるべきと考える。 

 ・正村議員：活性化策に位置付けられていることは認識している。私の受け止め方

は、現行の議員個人ページの枠を広げて情報量を増やす「拡充」を想定していた。

経費をかけて情報を増やすことまでは考えていなかった。 

 ・渡辺議員：登別市議会の取組みを参考にしているが、あくまでも本町議会独自のホ

ームページとして取組んでいきたい。 

 ・立川議員：議運内でも一定の協議を重ねて本日の案となっている。この事業につい

ては、実施の要否の議論ではなく、実行する事業という前提で意見を願いたい。 

 ・常通議員：選挙公報については、選挙管理委員会のホームページにリンクすると

か、議員個人へのメールアドレスは、タブレットに付帯したもののみとするとか、

そういった方法で整理していくことで実行可能と考える。 

 ・中村議員：議運と全協とを行き来しながら、共有を重ねて熟度を高め、実現を目指

していくことを提案したい。 

 ・早苗議員：提案内容に異論はない。議運内で課題を想定し、その対応策を事前に整

理し、再度、全協で協議していく流れで良いと考える。 

 ・議 長：他にないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

・議 長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

 ・議 長：今日の意見を踏まえて、改めて議運内で協議して案を整えていくことにす

る。 

 

 

３ その他 

・議 長：「その他」で各議員からないか？ 

・常通議員：「議会だより」について、表紙の写真を白樺高校の作品を採用してはい

かがか？事務局の負担軽減と共に高校生との連携編集の二つの効果を期待し、提

案するものである。 

・渡辺委員：新年度に向けて議運内で検討していきたい。 

・小笠原議員：白樺高校との事業で町内会について、意見があった。議会としても今

後、何らかの形で対応していってはいかがか。 

・議 長：意見として伺う。 

・議 長：事務局からないか？ 

・事務局長：年末年始の一定の期間について、「議員自主研修強化期間」とみなして、

委員会等の開催を見合わせる期間としたい。具体的には12月21日（木）から１月

10日（水）の３週間となる。当然、委員会開催を要するケースの際はこの限りでは

ないが、計画的な議会活動の実践として、申し合わせ事項として取り扱いたい。 

・議 長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・議 長：異議ないか。 



・（異議なし） 

・説明のとおり取り扱うこととする。以上で会議を終了する。 

 

                             

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 １名 合 計 ０名 

記載のとおり報告する。 

 令和５年１２月７日 

芽室町議会議長 梶 澤 幸 治 

 

 


